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 今年も荏原青色申告会の確定申告期相談業務が無事に終了いたしました。 

期間中は多くの会員の皆様にご来会いただき、限られた時間の中での対応となり

ましたが、皆様のご協力により、大きな混乱もなく相談を進めることができまし

た。申告期はどうしても十分な説明が難しい場面もありましたので、記帳や日常

のご相談については、４月以降に改めて時間をかけて対応させていただきます。

お気軽に事務局へお立ち寄りください。 

 インボイス制度も３年目に入り、登録番号を取得される方は昨年よりさらに増

加しています。その一方で、特例措置の適用や取引内容の確認など、消費税申告

の判断がこれまで以上に複雑になってきました。特に、申告が必要な方・不要な方・特例を利用される方の切り分

けが難しく、ご自身では判断しづらいケースも見受けられます。インボイス登録を済ませているにもかかわらず、

まだ消費税の申告をされていない方がいらっしゃいましたら、早めに事務局までご連絡ください。  

 また、青色申告特別控除65万円の適用が可能になること、控えに受付日が印字される点などから、e-Taxでの提出

を選ばれる方が一段と増えておりますが、東京税理士会

荏原支部の先生方による代理送信と、マイナンバーカー

ドを利用した本人送信を併用することで、多くの会員の

皆様がスムーズに電子申告を行うことができました。 

 さらに、今年も税務署相談会場に「青色コーナー」を

設置いたしました。今年は入口付近に配置していただい

た結果、昨年以上に多くの方にご利用いただき、青色申

告制度と当会のPRにつながる良い機会となりました。 

 最後に、相談時に来年の確定申告期の指導日をご予約

いただいた皆様には、12月末頃にハガキでご案内いたし

ます。予約されなかった方や指導を受けられなかった方

は、希望日を事務局までお知らせください。 

会を利用して所得税の申告書を提出された方 1,590名 

会を利用して消費税の申告書を提出された方 334名 

e-Taxの代理送信を利用された方 312名 

e-Taxの本人送信を事務局から行った方 463名 

青色コーナーをご利用頂いた方 138名 

青色承認申請書を提出された方 40名 

この期間に新しく会に入会された方 65名 

＜令和＜令和＜令和＜令和7777年度確定申告期（年度確定申告期（年度確定申告期（年度確定申告期（1111月月月月21212121日～日～日～日～3333月月月月31313131日）報告＞日）報告＞日）報告＞日）報告＞ 

【会館２【会館２【会館２【会館２FFFF    相談会場の様子】相談会場の様子】相談会場の様子】相談会場の様子】    

  本会通常総会を下記日程により行います。ご出席される方は同封のハガキより出席のご連絡をお願いします。 

    

      ◆ 日 時  5月26日（火)  開始 午後4時          

 

      ◆ 会 場  スクエア荏原 １Ｆイベントホール 

 

        ※詳細に関しては別紙総会のご案内をご参照願います。詳細に関しては別紙総会のご案内をご参照願います。詳細に関しては別紙総会のご案内をご参照願います。詳細に関しては別紙総会のご案内をご参照願います。    

        

            

 

 

 

 

  

  

 

本総会の成立には、通常会員総数の過半数の出席が必要会員総数の過半数の出席が必要会員総数の過半数の出席が必要会員総数の過半数の出席が必要となりま

す。当日出席できない場合でも、委任状を提出して頂ければ出席とみ当日出席できない場合でも、委任状を提出して頂ければ出席とみ当日出席できない場合でも、委任状を提出して頂ければ出席とみ当日出席できない場合でも、委任状を提出して頂ければ出席とみ

なされますなされますなされますなされますので、ご欠席の場合は同封のハガキにて委任状のご返信を

お願いします。（ご出席の場合も同封のハガキにてご返信願います。） 

総会にご欠席の方は委任状ハガキに署名しご返信願います。総会にご欠席の方は委任状ハガキに署名しご返信願います。総会にご欠席の方は委任状ハガキに署名しご返信願います。総会にご欠席の方は委任状ハガキに署名しご返信願います。    

確定申告期に委任状を提出された方確定申告期に委任状を提出された方確定申告期に委任状を提出された方確定申告期に委任状を提出された方は改めて委任状ハガキの返信は必要ございません。委任状ハガキの返信は必要ございません。委任状ハガキの返信は必要ございません。委任状ハガキの返信は必要ございません。 

 

尚、簡易版の総会議案書を今回の

会報に同封しておりますが、正式な

総会議案書を必要とされる方は事

前に事務局までご連絡願います。 
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青色申告会が行った【固定資産税・都市計画税の軽減措置の青色申告会が行った【固定資産税・都市計画税の軽減措置の青色申告会が行った【固定資産税・都市計画税の軽減措置の青色申告会が行った【固定資産税・都市計画税の軽減措置の    

                                                継続要望】が令和継続要望】が令和継続要望】が令和継続要望】が令和8888年度も実現しました！年度も実現しました！年度も実現しました！年度も実現しました！    

令和8年度も下記の軽減措置の継続が決定しました。    

●●●●小規模住宅用地（小規模住宅用地（小規模住宅用地（小規模住宅用地（200200200200㎡まで）の都市計画税の税額を㎡まで）の都市計画税の税額を㎡まで）の都市計画税の税額を㎡まで）の都市計画税の税額を2222分の分の分の分の1111とする軽減措置とする軽減措置とする軽減措置とする軽減措置    

●●●●小規模非住宅用地（小規模非住宅用地（小規模非住宅用地（小規模非住宅用地（400400400400㎡以下の土地のうち㎡以下の土地のうち㎡以下の土地のうち㎡以下の土地のうち200200200200㎡まで）の固定資産税と都市計画税㎡まで）の固定資産税と都市計画税㎡まで）の固定資産税と都市計画税㎡まで）の固定資産税と都市計画税    

                をををを2222割減額する減免措置割減額する減免措置割減額する減免措置割減額する減免措置    

●●●●商業地等の固定資産税と都市計画税の負担水準を商業地等の固定資産税と都市計画税の負担水準を商業地等の固定資産税と都市計画税の負担水準を商業地等の固定資産税と都市計画税の負担水準を65656565％に引き下げる軽減措置％に引き下げる軽減措置％に引き下げる軽減措置％に引き下げる軽減措置 

  青色申告会の会員の皆様、陳情ハガキによるご協力ありがとうざいました。 

 この軽減措置は23区内に所在する土地が対象となりますので、会員の皆様だけでなく多くの 

 皆様の税負担が軽減されていることになります。 

  青色申告会はこれからも税制に対する要望運動を展開してまいります。 

編編編編    

集集集集    

後後後後    

記記記記    
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この調査は、「統計法」に基づき実施される国
の統計調査であり、日本の経済活動を全国および、地域別
に明らかにするための大規模かつ重要な調査です。調査
へのご理解とご協力をお願いいたします。  

 

【調査期間】     令和8年4月～6月 
 

【調査対象】     すべての事業所・企業 
         （農林漁業家等を除く） 
 

【調査方法】     4月に国がインターネット回答用 
の調査書類を郵送しています。 
未回答事業所や新規事業所には 
5月末までに調査員が調査書類 
の配布に伺います。 
   

【調査事項】     名称・所在地・活動状況 
従業者数・年間総売上金額など 
 

【結果の利用】    各種行政政策の立案、民間企業 
の経営計画の策定などに活用 
されます。    

令和8年経済センサス‐活動調査 
－－－－東京都主税局についてのお知らせ東京都主税局についてのお知らせ東京都主税局についてのお知らせ東京都主税局についてのお知らせ－－－－    

 
    

 

✓ スマートフォン決済アプリ 
✓ ペイジー 
（インターネットバンキング・ 

モバイルバンキング・ 
ＡＴＭ） 

✓ クレジットカード納付 
✓ eLTAX電子納税 
✓ 口座振替 
 

◆ご自宅等からお手続が可能です！ぜひご利用ください！◆ 

※ 各種サービスのご利用条件・方法等の詳細は、 
  主税局ホームページをご覧ください。  

東京都主税局では、納税者の皆様が都税事務所等に来所することなく、郵送やインター東京都主税局では、納税者の皆様が都税事務所等に来所することなく、郵送やインター東京都主税局では、納税者の皆様が都税事務所等に来所することなく、郵送やインター東京都主税局では、納税者の皆様が都税事務所等に来所することなく、郵送やインター

ネット等でお手続できる仕組みを設けております。郵送や電子による申告、申請・届出、ネット等でお手続できる仕組みを設けております。郵送や電子による申告、申請・届出、ネット等でお手続できる仕組みを設けております。郵送や電子による申告、申請・届出、ネット等でお手続できる仕組みを設けております。郵送や電子による申告、申請・届出、

キャッシュレスによる納付方法等をぜひご利用ください。キャッシュレスによる納付方法等をぜひご利用ください。キャッシュレスによる納付方法等をぜひご利用ください。キャッシュレスによる納付方法等をぜひご利用ください。    

✓ 電子申告 
      ・eLTAX 

 ・LoGoフォーム 
✓ 郵送（所管事務所 宛） 
 

✓ 電子申請・届出 
      ・eLTAX 

 ・LoGoフォーム 
✓ 郵送（所管事務所 宛） 
 

証明書等の取得 

✓ 郵送 
 （キャッシュレス決済） 
✓ 郵送（定額小為替） 
✓ 電子申請 
 

詳細は東京都主税局ホーム 
  ページをご覧ください。 

 会費のお支払いは口座引落を推奨しています。 

 口座引落に変更の場合は事務局までご連絡ください。 

 口座振替の場合会費・青色共済ともに  

       4444月月月月6666日と日と日と日と10101010月月月月6666日に半年分ごとのお支払い日に半年分ごとのお支払い日に半年分ごとのお支払い日に半年分ごとのお支払いになります。（土日の場合は翌営業日） 

 

                      ●会費半年払●会費半年払●会費半年払●会費半年払                                    各各各各    12121212，，，，000000000000円円円円                

                                                                                        ●青色共済半年払●青色共済半年払●青色共済半年払●青色共済半年払        一口各一口各一口各一口各        6666，，，，000000000000円円円円    

                                  ※一部4月6日に一年分一括払いの方もおります  

 

   なお、引落前のハガキでのご連絡はいたしませんので何卒ご了承願います。 

令和7年度 第28回通常総会のご案内 

ー 令和７年度分確定申告終了 ー 
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●品川区からのお知らせ●品川区からのお知らせ●品川区からのお知らせ●品川区からのお知らせ    

令和８年５月から税務署窓口での納税証明書の請求・受取の 

            受付は９時～１５時までにお願いします。 

〇事前にオンライン請求をお願いいたします。 

〇窓口での請求は、原則、スマホでの手続きをご案内しています。 

 

 ※利用者識別番号（16桁）と暗証番号をご確認の上、ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞをご持参ください。 
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乗車ポイントA 

乗車ポイントB 

乗車ポイントC 

※複数人の利用者から同

日、同 時 間 帯 に 予 約 が

入った場合の運行イメー

ジです 
乗車ポイントD 

予約完了 乗 車 場 所

名前を伝えて 

    乗車 

運賃の支払い 

（現金の場合） 

目的地で降車 

乗車時間より 

少し早めに 

お越し下さい 

しながわ生活応援事業しながわ生活応援事業しながわ生活応援事業しながわ生活応援事業    全区民へのギフトカードが配布されます全区民へのギフトカードが配布されます全区民へのギフトカードが配布されます全区民へのギフトカードが配布されます        

配布(発送)開始配布(発送)開始配布(発送)開始配布(発送)開始    

●一人世帯・二人世帯 

  →４月下旬以降 

●三人世帯 

  →４月18日以降 

●四人以上世帯 

     →６月中 

 

配布完了予定配布完了予定配布完了予定配布完了予定    

●一人世帯・二人世帯 

 ・三人世帯  

     →６月末 

●四人以上世帯 

     →６月中 

 

荏原地区において「しなるん」の実証運行を行っています！荏原地区において「しなるん」の実証運行を行っています！荏原地区において「しなるん」の実証運行を行っています！荏原地区において「しなるん」の実証運行を行っています！    

利用者の予約状況に応じて複数の乗客が乗り合う交通サービス利用者の予約状況に応じて複数の乗客が乗り合う交通サービス利用者の予約状況に応じて複数の乗客が乗り合う交通サービス利用者の予約状況に応じて複数の乗客が乗り合う交通サービス    

で、あらかじめ定められた乗降場所を移動することができます。で、あらかじめ定められた乗降場所を移動することができます。で、あらかじめ定められた乗降場所を移動することができます。で、あらかじめ定められた乗降場所を移動することができます。    

品川区では、鉄道網や路線バスを補充する役割として期待される品川区では、鉄道網や路線バスを補充する役割として期待される品川区では、鉄道網や路線バスを補充する役割として期待される品川区では、鉄道網や路線バスを補充する役割として期待される    

オンデマンド交通の適用可能性を検証するため、実証運行を実オンデマンド交通の適用可能性を検証するため、実証運行を実オンデマンド交通の適用可能性を検証するため、実証運行を実オンデマンド交通の適用可能性を検証するため、実証運行を実    

施します。施します。施します。施します。    

「しなるん」とは「しなるん」とは「しなるん」とは「しなるん」とは    

  
    stepstepstepstep１１１１    stepstepstepstep２２２２    stepstepstepstep３３３３    自宅やオフィスで請求自宅やオフィスで請求自宅やオフィスで請求自宅やオフィスで請求    

電子申請電子申請電子申請電子申請    電子発行・受取電子発行・受取電子発行・受取電子発行・受取    

eeee----TaxTaxTaxTaxホームページからログインホームページからログインホームページからログインホームページからログイン    

メインメニューの「申請・納付手

続を行う」を選択し、「納税証明

書の交付請求（電子交付用）」を

選択。 

※e-Taxを初めてご利用になる場

合は、アカウントの作成が必要で

す。 

必要事項を入力して送信必要事項を入力して送信必要事項を入力して送信必要事項を入力して送信    

マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限に

ご注意ください 

有効期限を過ぎた場合、e-Tax手続きやマイナ保

険証としての利用などができませんので、お早め

に更新手続をお願いします。 

有効期限や更新手続等の詳細は、デジタル庁公式

noteをご確認ください。 

メッセージボックスに手数料のメッセージボックスに手数料のメッセージボックスに手数料のメッセージボックスに手数料の    

案内が格納されます案内が格納されます案内が格納されます案内が格納されます。 
マイナンバーカードを読み込んで 

電子署名を付与。 
インターネットバンキング等で手

数料納付後、納税証明書(PDF)を

ダウンロードできるようになりま

す。 

平日・土曜日 8：00～17：00(12：00～13:00を除く) 

1乗車1人につき 大人400円、小児(小学生)200円 

※未就学児は無料(保護者1名につき2名まで。) 

※「身体障害者手帳」「療育手帳」「愛の手帳」をお持ちの方と、介護人の方(1名)は半額 

※「精神障害者保健福祉手帳(写真付き・東京都発行に限る)をお持ちの方は半額 

アプリ内クレジットカード決済または現金 ※交通系ICカード、電子マネー、バーコード決済時はご利用いただけません。 

１台(乗客定員５名） 

確定申告期がお済みでない方 

 納めた税金が少なかったり、還付を受けた税金が多かった時は「修正申告」「修正申告」「修正申告」「修正申告」をして正しい税金に訂正して下

さい。訂正の仕方は修正申告書に必要事項を記入して提出します。 

 自発的に修正申告をした時には加算税は軽減されますが延滞税がかかる場合があります。なるべく早く修正

申告して下さい。なお、新たに納めることになった税金は修正申告をする日に納めて下さい。 

【更正の請求】 

ー消費税ー もう一度申告の有無のご確認願います！ 

●令和●令和●令和●令和7777年年年年12121212月までにインボイス登録番号を取得し発行事業者となったは方月までにインボイス登録番号を取得し発行事業者となったは方月までにインボイス登録番号を取得し発行事業者となったは方月までにインボイス登録番号を取得し発行事業者となったは方令和令和令和令和7777年分は消費税の申告が必要年分は消費税の申告が必要年分は消費税の申告が必要年分は消費税の申告が必要    

        になります。になります。になります。になります。    

   ※1 課税売上高とは…消費税が課税される取引の売上高（税抜き）と輸出取引等の免税売上金額の合計金額です。 

        令和4年分が消費税の納税義務者でない場合は課税売上高を計算するにあたって、税抜きの処理をはできません。 

 納める税金が多かったり、還付を受ける税金が少なかった時は証拠書類を添付証拠書類を添付証拠書類を添付証拠書類を添付の上「更正の請求」更正の請求」更正の請求」更正の請求」をして、

その訂正を求めることができます。更正の請求ができるのは、原則として確定申告の法定申告期限から５年以５年以５年以５年以

内内内内です。 

   申告を忘れていた時は申告期限後でも確定申告をすることができますので直ちに申告をして下さい。 

 自発的に期限後申告をした時は無申告加算税は軽減されますが延滞税がかかる場合があります。 

 なお、新たに納めることになった税金は申告をする日に納めて下さい。 

【修正申告】 

●令和●令和●令和●令和5555年分の課税売上高※年分の課税売上高※年分の課税売上高※年分の課税売上高※1111がががが1,0001,0001,0001,000万円を超えている方万円を超えている方万円を超えている方万円を超えている方  

●令和●令和●令和●令和7777年分の課税売上が年分の課税売上が年分の課税売上が年分の課税売上が1,0001,0001,0001,000万円を超えた方万円を超えた方万円を超えた方万円を超えた方 

  令和9年分は消費税の申告が必要になります。 

  消費税申告について本則課税ではなく簡易課税を選択時する場合は、令和簡易課税を選択時する場合は、令和簡易課税を選択時する場合は、令和簡易課税を選択時する場合は、令和8888年年年年12121212月月月月    

                    31313131日までに届出書を税務署に提出する必要があります。日までに届出書を税務署に提出する必要があります。日までに届出書を税務署に提出する必要があります。日までに届出書を税務署に提出する必要があります。    

                    ※既に簡易課税の届出をされている方は再度の提出は必要ありません。 

税金等を多く計算していた時 

税金等を少なく計算していた

 確定申告がお済みの方、見直しをしてみましょう! 


